
山梨県後期高齢者医療広域連合告示第 5 号 

 

 地方自治法第 243 条の 3 第 1 項及び山梨県後期高齢者医療広域連合「財

政事情」の作成及び公表に関する条例に基づき、令和 6 年 10 月 1 日から令

和 7 年 3 月 31 日までの本広域連合の財政事情を次のとおり公表します。 

 

  令和 7 年 6 月 1 日 

 

山梨県後期高齢者医療広域連合 

広 域 連 合 長  村 上  信 行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県後期高齢者医療広域連合の財政状況 

 

 令和 6 年度予算の令和 7 年 3 月 31 日現在における一般会計及び特別会

計の執行状況を次のとおりお知らせします。 

 なお、歳入の収入済額及び歳出の支出済額は、令和 7 年 4 月 1 日から令

和 7 年 5 月 31 日までの出納整理期間における収入額及び支出額を含む決

算とは異なります。      

 

 

1．令和 6 年度歳入歳出予算の執行状況 

 

（1）一般会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

分担金及び負担金 565,825,000 565,825,089 100.00%

財産収入 109,000 108,570 99.61%

繰入金 94,319,000 94,319,000 100.00%

繰越金 65,265,000 65,265,492 100.00%

諸収入 5,000 299,184 5983.68%

合　　計 725,523,000 725,817,335 100.04%

 

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

議会費 1,145,000 74,422 6.50%

総務費 185,780,000 170,752,376 91.91%

民生費 472,224,000 0 0.00%

諸支出金 65,374,000 65,373,570 100.00%

予備費 1,000,000 0 0.00%

合　　計 725,523,000 236,200,368 32.56%



（2）後期高齢者医療特別会計 

 

歳入 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 収入済額（Ｂ） 収入率（Ｂ/Ａ）

市町村支出金 23,716,594,000 21,679,901,949 91.41%

国庫支出金 38,121,060,000 36,572,393,294 95.94%

県支出金 9,950,819,000 9,624,910,018 96.72%

支払基金交付金 46,939,226,000 42,445,568,000 90.43%

特別高額医療費共同事業交付金 44,545,000 48,569,216 109.03%

財産収入 145,000 143,776 99.16%

繰入金 480,339,000 0 0.00%

繰越金 1,295,252,000 1,295,252,098 100.00%

県財政安定化基金借入金 1,000 0 0.00%

諸収入 165,958,000 112,586,842 67.84%

合　　計 120,713,939,000 111,779,325,193 92.60%

   

歳出 （単位：円）

区  分 予算現額（Ａ） 支出済額（Ｂ） 執行率（Ｂ/Ａ）

総務費 528,333,000 380,220,750 71.97%

保険給付費 118,167,700,000 106,088,317,131 89.78%

特別高額医療費共同事業拠出金 77,909,000 72,290,980 92.79%

支払基金拠出金 93,578,000 85,778,300

保健事業費 389,934,000 2,651,453 0.68%

基金積立金 12,933,000 12,932,776 100.00%

公債費 136,000,000 135,000,000 99.26%

諸支出金 1,306,552,000 1,258,012,613 96.28%

予備費 1,000,000 0 0.00%

合　　計 120,713,939,000 108,035,204,003 89.50%

 

 



2．令和 6 年度広域連合における各組織市町村の負担金の概要 

 

（1）一般会計

（単位：円） （単位：人）

市町村名 負担金（共通経費） 負担金（追加設備） 総人口 後期高齢者人口

1 甲府市 118,493,000 280,185 183,984 32,440

2 富士吉田市 31,163,000 201,418 46,472 8,011

3 都留市 19,839,000 28,428 4,881

4 山梨市 24,231,000 183,811 32,912 6,538

5 大月市 18,093,000 21,555 5,119

6 韮崎市 19,563,000 183,811 27,986 4,805

7 南アルプス市 43,997,000 183,811 71,511 10,750

8 北杜市 35,019,000 44,991 45,410 10,347

9 甲斐市 45,924,000 76,273 10,985

10 笛吹市 44,282,000 183,811 67,083 11,689

11 上野原市 17,038,000 21,454 4,549

12 甲州市 22,745,000 125,065 29,411 6,327

13 中央市 19,146,000 107,524 30,540 4,123

14 市川三郷町 12,621,000 14,570 3,301

15 早川町 2,854,000 864 274

16 身延町 10,520,000 78,831 9,931 2,948

17 南部町 7,295,000 68,020 6,856 1,693

18 富士川町 11,762,000 14,083 2,908

19 昭和町 12,721,000 21,216 2,186

20 道志村 3,163,000 1,535 328

21 西桂町 4,542,000 3,954 670

22 忍野村 6,901,000 9,667 978

23 山中湖村 5,638,000 183,811 5,770 961

24 鳴沢村 4,059,000 3,069 557

25 富士河口湖町 17,310,000 26,907 3,740

26 小菅村 2,607,000 621 179

27 丹波山村 2,474,000 507 125

合計 564,000,000 1,825,089 802,569 141,412

  

  



※均等割 10％、人口割 45％、後期高齢者人口割 45％で算定しています。 

※人口は、令和 6年 3月 31日現在の住民基本台帳により算定しています。

なお、後期高齢者人口は、75 歳以上です。 

※追加設備は、基準設備を超えて広域電算システム機器を設置した市町

村が負担するものです。 

  



（2）後期高齢者医療特別会計 

 

（単位：円）

市町村名 保険料負担金 療養給付費負担金 基盤安定負担金

1 甲府市 2,559,900,000 2,119,040,000 163,500,000

2 富士吉田市 551,800,000 479,600,000 169,209,011

3 都留市 353,200,000 275,600,000 95,409,403

4 山梨市 515,085,490 457,800,000 126,871,524

5 大月市 348,400,000 299,300,000 103,885,032

6 韮崎市 346,200,000 291,500,000 24,400,000

7 南アルプス市 804,400,000 684,500,000 52,700,000

8 北杜市 790,400,000 611,710,000 203,571,766

9 甲斐市 898,600,000 714,500,000 52,500,000

10 笛吹市 932,400,000 805,200,000 222,161,194

11 上野原市 369,900,000 261,900,000 81,319,469

12 甲州市 523,900,000 417,100,000 117,592,487

13 中央市 329,400,000 258,400,000 80,092,517

14 市川三郷町 201,805,110 207,800,000 73,899,052

15 早川町 17,000,000 17,200,000 6,333,974

16 身延町 182,900,000 200,100,000 62,796,059

17 南部町 106,500,000 111,400,000 34,369,134

18 富士川町 188,800,000 176,000,000 16,000,000

19 昭和町 204,600,000 143,000,000 39,297,187

20 道志村 29,000,000 15,800,000 4,931,026

21 西桂町 39,300,000 40,900,000 14,186,391

22 忍野村 75,700,000 58,300,000 18,212,866

23 山中湖村 104,200,000 59,000,000 13,956,650

24 鳴沢村 41,300,000 32,200,000 10,338,449

25 富士河口湖町 305,000,000 226,800,000 68,578,763

26 小菅村 11,000,000 9,200,000 900,000

27 丹波山村 5,700,000 9,200,000 3,449,395

合計 10,836,390,600 8,983,050,000 1,860,461,349

 

 

 



3．財産、地方債及び一時借入金の現在高 

 

○広域連合の所有する財産の現在高 

・基金 

財政調整基金            78,883,897 円 

後期高齢者医療給付基金        12,802,389 円 

保健事業等支援基金         183,733,782 円 

 

○一時借入金及び地方債の借入状況 

・一時借入金 

令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの間に一時借入金

はありません。 

・地方債（広域連合債） 

令和 7 年 3 月 31 日現在で地方債の借入はありません。 

 

 


